
No. 推奨事業メニュー 交付対象事業の名称

　事業の概要
①　目的・効果
②　交付金を充当する経費内容
③　積算根拠（対象数、単価等）
④　事業の対象（交付対象者、対象施設等）

事業始期 事業終期

1
①　エネルギー・食料品価格等の物価高騰に
　　伴う低所得世帯支援

　物価高騰対応重点支援給付金
　（令和6年度住民税均等割のみ課税世帯）

①　物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活
を維持する。
②　低所得世帯への給付金及び事務費
③　9,586千円
【内訳】
 ・給付金：9,420千円　　令和6年度住民税均等割のみ課税世帯：268世帯×
　　30千円、子ども加算：69人×20千円
 ・事務費　166千円　　役務費（郵送料、振込手数料）
④　低所得世帯の給付対象世帯数（268世帯）

R7.4 R8.3

2
②　エネルギー・食料品価格等の物価高騰に
　　伴う子育て世帯支援

　子育て世帯支援活動事業
　（小中学校給食食材費補填）

①　米のほか食材費の高騰によって小中学校において質の高い給食の提供が困
難となっていることから、食材費の物価高騰分を補填することで、児童・生徒
が必要とする栄養量を確保するとともに、給食内容の充実を図る。なお、支援
の対象は市内小中学校に在籍する児童・生徒とし、教師等については対象外と
する。
②　給食食材費高騰分として、小学校62円/人・日、中学校80円/人・日を補填
③　59,020千円
【内訳】
 ・小学校：62円×190日×3,000人（教師ほか対象外は除く）＝35,340千円
 ・中学校：80円×185日×1,600人（教師ほか対象外は除く）＝23,680千円
④　市内小中学校児童・生徒の保護者
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3
⑦　中小企業等に対するエネルギー価格高騰
　　対策支援

　省エネルギー設備導入費等補助金

①　物価高騰の影響を受けやすいエネルギー費用負担の軽減を図るため、市内
の中小企業や個人事業主が、専門家による省エネルギー診断を受診するために
要する費用、及び診断結果に基づいて省エネルギー効果の高い機器や設備を導
入する費用の一部を支援する。
②　省エネルギー診断費用（全額）
　　 省エネルギー機器・設備の導入費（対象経費の1/3、上限100万円）
③　10,600千円
【内訳】
 ・省エネルギー診断受診費補助分：40,000円×15件＝600千円
 ・省エネルギー設備導入費補助分：1,000,000円×5件＋500,000円×10件＝
　　10,000千円
④　市内中小企業、個人事業主
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4
⑧　地域公共交通・物流や地域観光業等に
　　対する支援

　地域公共交通車両導入補助金

①　エネルギー価格の高騰が経営状況を圧迫し、安定的な運営が困難になって
いる公共交通事業者に対して、コミュニティバス、ユニバーサルデザインタク
シー（それぞれ電気自動車）を導入する費用を補助する。経営の苦しい事業者
を支援するとともに、地域において不可欠である交通手段を確保し、安定的な
交通サービスの提供を図る。
②　コミュニティバス導入費（上限100万円）
　　UDタクシー導入費（上限60万円）
③　2,800千円
【内訳】
 ・コミュニティバス導入費補助金：1,000,000円×1台＝1,000千円
 ・UDタクシー導入費補助金：600,000円×3台＝1,800千円
④　市内公共交通企業
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5 ③　消費下支え等を通じた生活者支援 　プレミアム商品券事業

①　市民等を対象としたプレミアム付商品券の発行を支援することで、エネル
ギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた市民の負担軽減を図り、市内の
消費需要の喚起、地域経済の活性化等に繋げる。
②　商品券のプレミアム分
③　10,000千円
【内訳】
 ・商品券総額1億円×プレミアム率20％×1/2（県と協調補助）
④　直方商工会議所、商品券利用者
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6
②　エネルギー・食料品価格等の物価高騰に
　　伴う子育て世帯支援

　子育て世帯支援活動事業
　（保育所等給食支援費補助金）

①　保育施設等において、食材費高騰の影響によって栄養バランスや量を保っ
た給食の実施が困難となっていることから、給食の材料費高騰に伴う費用の一
部を補助金として交付することで、給食の質・量を維持するとともに、保護者
の経済的負担の軽減を図る。なお、支援の対象は市内保育所に在籍する幼児と
し、保育士等については対象外とする。
②　給食食材費高騰分として、1,300円/人・月を補填
③　12,597千円
【内訳】
 ・月1,300円×12ヶ月×1,615人（保育園児のみ）
　（事業費25,194千円のうち県補助1/2、市負担1/2）
④　市内保育所に在籍する幼児の保護者
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